
平 成 28 年
８月５日（金）
第2806号

平成28年８月５日　金曜日（731）

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

うつのみや
中 央
土地改良区

理　事 河野辺捌箕 宇都宮市簗瀬町1772-４ 27.５.26

〃 増渕　　博 　〃　　さるやま町25-１ 28.３.26

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、市貝町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（数値図化）
２　作業地域
　　市貝町全域
３　作業期間
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　　平成28年７月15日から同年10月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、鹿沼市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（数値地形図データ作成）
２　作業地域
　　鹿沼市都市計画区域内
３　作業期間
　　平成28年７月19日から平成29年２月15日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字多功字台宿1432番５、1432
番11

下野市川中子1169番地１ 大 橋 一 也

河内郡上三川町大字磯岡字屋敷216番７ 河内郡上三川町大字磯岡216番地 伊 沢 佑 介
伊 沢 綾 乃

真岡市小林字上原924番28 真岡市下高間木一丁目１番地10グ
リーン・リーフ下高間木Ａ棟202号

布 施 峰 志

芳賀郡芳賀町大字東高橋3124番２ 芳賀郡芳賀町大字東高橋3187番地４ 小 林 　 剛

下野市下古山字新田上150番13 宇都宮市雀の宮四丁目３番16号レジ
デンスユーロフィアット101

小 野 妙 子
小 野 真 生

下野市柴字合志辺756番42 下野市小金井三丁目７番地８フラ
ワーレジデンスヴェガＢ202

渡 邉 亜 美
渡 邉 順 哉

下都賀郡壬生町大字壬生甲字高舘591番２、591
番４、594番４、591番５、594番５、594番６

小山市大字羽川524番地２ 株式会社フレンド

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

人 事 委 員 会
　　　○ 平成28年度栃木県警察官採用試験〔大学卒業者〕（第２回）、栃木県警察官採用試験〔高校卒業者等〕

（第２回）及び栃木県警察官（特別区分）採用試験〔武道指導、国際捜査官〕の実施
　平成28年度栃木県警察官採用試験〔大学卒業者〕（第２回）、栃木県警察官採用試験〔高校卒業者等〕（第２
回）及び栃木県警察官（特別区分）採用試験〔武道指導、国際捜査官〕を次のとおり実施するので、職員の任
用に関する規則（平成28年栃木県人事委員会規則第14号）第９条第１項の規定により公告する。



（733）栃 木 県 公 報 第2806号平成28年８月５日　金曜日

　　平成28年８月５日
栃木県人事委員会委員長　　田　　村　　澄　　夫　　

　平成28年度栃木県警察官採用試験〔大学卒業者〕（第２回）、栃木県警察官採用試験〔高校卒業者等〕（第２
回）及び栃木県警察官（特別区分）採用試験〔武道指導、国際捜査官〕を次のとおり行います。
１　試験区分及び採用予定人員

試 験 区 分 採用予定人員

大学卒業者（男性） 25名程度

大学卒業者（女性） ５名程度

高校卒業者等（男性） 65名程度

高校卒業者等（女性） 12名程度

特別区分〔武道指導（柔道）〕 ２名程度

特別区分〔武道指導（剣道）〕 ２名程度

特別区分〔国際捜査官（ベトナム語）〕 １名

２　受験資格

試 験 区 分 年 齢 ・ 性 別 学 　 歴 　 等

大学卒業者（男性） 　昭和58年４月２日以降に生まれ
た男性

⑴　学校教育法に基づく大学（短期大学を除
く。）を卒業した者及び平成29年３月31日
までに卒業見込みの者
⑵　人事委員会が⑴に掲げる者と同等の資格
があると認める者（別表参照）

大学卒業者（女性） 　昭和58年４月２日以降に生まれ
た女性

高校卒業者等（男性） 　昭和58年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた男性

上記以外の者

高校卒業者等（女性） 　昭和58年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた女性

特別区分〔武道指導
（柔道、剣道）〕

　昭和58年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた男性で、柔道又は剣道
に卓越した技能を有する者（「卓越した技能を有する」とは、３段相当以上の段
位をいう。）

特別区分〔国際捜査官
（ベトナム語）〕

　次のいずれかに該当する者で、ベトナム語の堪
たん

能な者。性別は問いません。
⑴　昭和58年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者（学歴は問いませ
ん。）
⑵　平成７年４月２日以降に生まれた者で次に掲げる者
ア　学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した者及び平成29年
３月31日までに卒業見込みの者
イ　人事委員会がアに掲げる者と同等の資格があると認める者（別表参照）

※特別区分の詳細については、人事委員会事務局又は警察本部警務課までお問い合わせください。
次のいずれかに該当する者は受験できません。
⑴　日本の国籍を有しない者
⑵　成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）
⑶　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
⑷　栃木県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
⑸　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

３　試験の日時、場所及び合格者発表
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区分 日 時 場 所 合格者発表　※３

第

一

次

試

験

平成28年９月18日（日）
大学卒業者・特別区分〔国際捜査官〕
　受　　付　８ ：50 ～ ９：25
　説　　明　９：30 ～ 10：00
　教養試験　10 ： 00 ～ 12：30
　作文試験　13：30 ～ 14：30
　専門試験　15：00 ～ 16：30
（専門試験は特別区分〔国際捜査官〕
のみ）
高校卒業者等・特別区分〔武道指導〕
　受　　付　８：50 ～ ９：25
　説　　明　９：30 ～ 10：00
　教養試験　10：00 ～ 12：00
　作文試験　13：30 ～ 14：30
　専門試験　15：00 ～ 17：00
（専門試験は特別区分〔武道指導〕の
み）

大学卒業者（男性）
高校卒業者等（男性）
特別区分〔武道指導、国際
捜査官〕
　宇都宮市若草２-３-76
　栃木県警察学校

大学卒業者（女性）
高校卒業者等（女性）
　宇都宮市若草２-２-46
　栃木県立宇都宮中央女子
高等学校

　９月30日（金）（予定）
に県庁屋外掲示場に受験番
号を掲示して発表するほ
か、合格者に通知します。

第
二
次
試
験

身体・体力・
適性検査

10月20日（木）又は10月
21日（金）　※１

　栃木県警察学校 　最終合格者は、12月１日
（木）（予定）に県庁屋外
掲示場に受験番号を掲示し
て発表するほか、２次試験
受験者に合否を通知しま
す。

口述試験 11月14日（月）～ 11月
22日（火）のいずれか１
日（土・日除く）　※２

※１　具体的な日時等は、第１次合格通知でお知らせします。
※２　具体的な日時等は、身体・体力・適性検査日にお知らせします。
※３　合格者の受験番号は、栃木県人事委員会のホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/k02/pref/
saiyou/kenshokuin/top.html）及びモバイル版ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/k02/m/
saiyou/）にも掲載します。

４　試験の種目、配点及び内容

区分 種目（配点） 内 容

第

一

次

試

験

教養試験
（100点）
※特別区分は
（50点）

　警察官として必要な一般的知識及び知能について、択一式による筆記試験を行い
ます。
　試験の程度は、大学卒業者及び特別区分〔国際捜査官〕は大学卒業程度、高校卒
業者等及び特別区分〔武道指導〕は高校卒業程度です。
　出題分野は次のとおりです。（50題出題）
　社会科学、人文科学、自然科学、文章理解（英文を含む。）、判断推理、数的推
理、資料解釈

専門試験
（50点）

※特別区分の
み

〔武道指導〕 　武道についての技術の習熟度や技量について実技試験を行いま
す。（道着、防具等を持参してください。）

柔道 　受身（各種受身を３回程度）、打ち込み（得意技２本、課
題技１本を各20回程度）、乱取り（３回程度）

剣道 　掛り稽古、互角稽古、指導稽古（各３回程度）

〔国際捜査
官〕

　国際捜査等に従事する警察官として必要な語学力（ベトナム語）
について、記述式による筆記試験を行います。試験の程度は、日常
生活や職業上の用務で、必要な文章を読む、書くことができる程度
です。
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第

二

次

試

験

作文試験
（50点）

　警察官として必要な表現力等について、記述式による試験を行います。（60分：
800字程度）
　作文試験は、第１次試験日に実施しますが、採点は第２次試験で行いますので、
第１次試験合格者の作文についてのみ採点します。また、第１次試験日に作文試験
を受験しなかった場合は、試験を棄権したものとみなします。

身体検査
（－）

　身体検査については、次の基準により検査します。

性 別 男 性 女 性

身 長 　おおむね160㎝以上 　おおむね155㎝以上

体 重 　おおむね47㎏以上 　おおむね45㎏以上

胸 囲 　おおむね78㎝以上 　－

視 力 　両眼とも、裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上

色 覚 　職務遂行に支障がないこと。
　（※詳細については、お問い合わせください。）

その他 　職務遂行に支障のない身体的状態であること。
　血液検査（肝機能・血糖・梅毒）及び尿検査（糖尿・蛋

たん

白・肝機能・腎
機能）も行います。

体力検査
（－）

　体力検査については、次の方法により検査します。
　前後左右跳び、その場駆け足、腕立伏せ、上体起こし等

適性検査
（－）

　警察官として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかどうかについて検査しま
す。

口述試験
（350点）
※特別区分
　〔国際捜査
　官〕は
（450点）

（集団面接50点）
（個別面接300点）

　主として人物について、集団面接（１グループ約30分）及
び個別面接（１人約25分）による試験を行います。
　このほか、特別区分〔国際捜査官〕については、国際捜査
等に従事する警察官として必要な語学力（ベトナム語）につ
いて、口述試験（１人約25分）を併せて行います（配点100
点）。

資格加点
（30点）

　別欄「○資格加点について」に掲げる資格を有する者について、一定点を加点し
ます。

資 格 調 査 　受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。

（備考）
⑴　第１次試験の総合得点には合格基準を定めており、この基準に達しない場合は不合格となります。
また、「特別区分」にあっては、教養試験及び専門試験の得点についてもそれぞれ合格基準を定めてお
り、この基準に達しない場合は、他の試験の得点にかかわらず不合格となります。
⑵　最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定しますが、
作文試験及び個別面接試験には合格基準を定めており、この基準に達しない場合は、他の試験の得点に
かかわらず不合格となります（作文試験の基準に達せず不合格となる場合は、10月下旬までに通知しま
す。）。また、身体検査の基準に達しない場合も、他の試験の得点にかかわらず不合格となります。
⑶　スポーツで、全国規模で行われる大会への出場経歴がある場合、第２次試験の個別面接試験の際に評
価要素とします。（詳細は、第１次合格通知でお知らせします。）
⑷　試験問題（教養試験）の一部例題を公表しています。例題の数は教養試験が３題です（専門試験の例
題はありません。）。例題は、栃木県人事委員会のホームページ又は県民プラザ（県庁本館２階）におい
て閲覧できます。

○資格加点について
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⑴　ア～キの区分において、次に掲げる資格に対して、第２次試験で点数を加点します。
⑵　１つの区分について１つの資格が申請でき、複数の区分の資格を持っている場合は、３つの区分まで
申請できます。
⑶　特別区分〔武道指導〕については、受験する試験区分と同一の資格加点区分での加点は認められませ
ん。
⑷　申請できる資格は、第１次試験日までに当該資格取得済みのものに限ります。
⑸　申請方法の詳細は、第１次合格通知でお知らせします。
⑹　配点は各区分10点です。

区 分 資 格

ア　英　語 ア　実用英語技能検定（英検）　２級以上
イ　ＴＯＥＩＣ　470点以上
ウ　ＴＯＥＦＬ　<ＰＢＴ>460点以上、<ＣＢＴ>140点以上、<iＢＴ>48点以上
エ　国際連合公用語英語検定（国連英検）　Ｃ級以上

イ　中国語 ア　中国語検定　３級以上
イ　漢語水平考試（ＨＳＫ）　４級以上
ウ　中国語コミュニケーション能力検定（ＴＥＣＣ）　400点以上

ウ　韓国語 ア　ハングル能力検定　準２級以上
イ　韓国語能力試験　４級以上

エ　財　務 日商簿記検定　２級以上

オ　情　報 情報処理技術者試験（国家試験）に合格した者

カ　柔　道 初段以上（講道館認定に限る。）

キ　剣　道 初段以上（全日本剣道連盟認定に限る。）

５　合格から採用まで
⑴　最終合格者は、平成29年４月１日採用予定です。
　　大学を卒業する見込みで受験した方は、平成29年３月31日までに卒業できなかった場合は採用されませ
ん。（特別区分〔国際捜査官〕の受験資格⑴該当の方を除きます。⑵イ該当の方は個別にお問い合わせく
ださい。）
⑵　採用決定後は巡査に任命され、栃木県警察学校に入校し、初任科生として一定期間の初任教養を受けた
後、県内の各警察署（交番）に配属されます。

６　給与及び待遇
⑴　給料及び諸手当
　　平成28年４月１日現在における初任給（給料）は大学卒で209,700円、短大卒で192,700円、高校卒で
177,200円ですが、官公庁、会社等に勤務した経験のある者は一定の基準により加算されます｡
　　このほか、扶養手当、地域手当（県内勤務の場合は3.3％）、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過
勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条件によって支給されます。
⑵　被服
　　被服は、制服のほか、靴、靴下、手袋等が現品で支給されます。
⑶　住宅
　　警察学校や各警察署には、職員住宅、独身寮があります。
⑷　医療
　　地方公務員等共済組合法により、本人・家族とも病気にかかったときは３割（義務教育就学前の場合は
２割）負担で治療が受けられます。警察本部には保健室があり、常勤の保健師が健康相談に応じていま
す。

７　受験手続
　　申込方法によって受付期間が異なるので注意してください。
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　　試験案内・申込書・受験票は、栃木県内の各警察署、交番、駐在所、県庁総合案内、県民プラザ、各地方
合同庁舎内の県民相談室、とちぎジョブモール及び栃木県東京事務所でも配布しているほか、栃木県人事委
員会のホームページからダウンロードできます。
⑴　インターネット（電子申請）による場合

申 込 先
申込方法

　栃木県人事委員会のホームページにアクセスして、「インターネット申込み」をよく読ん
でからお申し込みください。
・電子申請による申込み後、10分以内に「申込完了通知メール」（到達のお知らせ）が電子
メールで送信されます。このメールが届かないときは、申込みがされておりませんので注意
してください。
・申込みの受付終了後、「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」が電子メールで送信され
ます。（申請から３日以内（土・日・祝日は含まない。））
・受験票を各自でＡ４サイズの用紙に印刷し、写真を貼って署名の上、はがき大の厚紙に
貼って第１次試験当日に持参してください。
・「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」が届かず、受験票を作成できないときは、９月
７日（水）までに警察本部警務課まで電話で照会してください。
・パソコンの機種や環境等により利用できない場合があります。
・使用するパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いませ
んので御了承ください。

受付期間 　８月５日（金）８時30分～９月２日（金）17時15分（受信有効）
　手続に時間のかかる場合がありますので、余裕を持って早めに申込手続を行ってくださ
い。
　電子申請システムの臨時保守のため、受付期間でも一時的に申込みができない場合があり
ます。

⑵　郵送・持参による場合

申 込 先
申込方法

　所定の申込書及び受験票に必要事項を記入し、次のところまで郵送又は持参してくださ
い。
　栃木県警察本部警務課　〒320-8510　宇都宮市塙田１-１-20
　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル 0120-48-6106　電話 028-621-0110（内線2652）
　及び県内の各警察署、交番、駐在所
・警察本部警務課に直接持参する場合を除き、受験票に、宛先を明記し、52円分の切手を
貼ってください。様式をダウンロードして使用する場合は、Ａ４サイズの用紙に印刷し、受
験票を切り離して郵便はがきに貼り、宛名を明記してください。
・申込みの時には受験票に写真を貼らず、第１次試験当日に貼って持参してください。
・郵送の際は、封筒の表に「警察官試験受験申込」と朱書きし、裏には住所及び氏名を必ず
書いてください。
※申込書は信書に該当しますので、「郵送」は日本郵便株式会社による信書の送達に限り
ます。
　なお、普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いかねますので、簡易書留
郵便等の確実な方法によりお申し込みください。
・申込書の受付終了後、受験票が返送されます。
・受験票が到着しないときは、９月13日（火）までに警察本部警務課まで電話で照会してく
ださい。

受付期間 （郵送）８月５日（金）～９月２日（金）（消印有効）
（持参）８月５日（金）～９月２日（金）８時30分～ 17時15分

８　試験結果の簡易開示
　　試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。開示を希望する場合は、受験者本人が、
顔写真付き身分証明書（運転免許証、学生証等）を持参の上、土・日・祝日を除く８時30分から17時15分ま
での間に人事委員会事務局においでください。電話、はがき等による開示請求はできません。（棄権者は開
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示請求できません。）

開示請求できる人 開 示 期 間 開 示 す る 内 容 開 示 場 所

第１次試験不合格者 第１次合格者発表の日から１か月間 種目別得点、総合得点
及び総合順位

人事委員会事務局
（土・日・祝日を除
く８:30 ～ 17:15）第２次試験受験者 最終合格者発表の日から１か月間

〔別表〕
※　「２　受験資格　学歴等　（大学卒業者）」の「⑵　人事委員会が⑴に掲げる者と同等の資格があると
認める者」については下記の１～９のとおり、「（特別区分〔国際捜査官〕）」の「イ　人事委員会がアに
掲げる者と同等の資格があると認める者」については、下記の１～６及び８のとおりです。詳細は、人事
委員会事務局までお問い合わせください。

１ 　短期大学、高等専門学校を卒業した者等で、独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位
を授与された者

２ 　防衛大学校、防衛医科大学校、独立行政法人水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学
校の長期課程若しくは総合課程、気象大学校の大学部又は国立看護大学校を卒業又は修了した者及び
平成29年３月31日までに卒業又は修了する見込みの者

３ 　外国において学校教育における16年以上の課程を修了した者及び平成29年３月31日までに修了する
見込みの者

４ 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における16年以上の課程を修了した者及び平成29年３月31日までに修了する見込みの者

５ 　我が国において、外国の大学の課程（当該外国の学校教育における16年以上の課程を修了したとさ
れるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び平成29年３月31日までに修了
する見込みの者

６ 　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす
ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び
平成29年３月31日までに修了する見込みの者

７ 　大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、平成７年４月１日以前（医学等を履修する博士課程への入学については平成５年４月１日以
前）に生まれた者

８ 　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学したことのある者

９ 　教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免
許状又は一種免許状を有する者で平成７年４月１日以前に生まれた者

　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第14号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１項の規定に基づく栃木県職員措置請求について、同条第４
項の規定により、監査した結果を次のとおり公表する。
　　平成28年８月５日

栃木県監査委員　　金　　井　　弘　　行　　
　　　同　　　　　石　　﨑　　　　　均　　

栃木県職員措置請求監査結果
第１　請求の受付
１　請求人
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　　矢板市乙畑1630番地22号　　　　宮沢　昭夫
　　宇都宮市今泉４丁目14番地５号　西　　房美
２　請求書の提出日
　　平成28年５月12日
３　請求の内容
　　請求人提出の栃木県職員措置請求書による主張事実の要旨及び措置請求は、概ね次のとおりである。
⑴　主張事実の要旨
　　栃木県は、「地方自治法（以下「法」という。）第100条第14項、第15項及び第16項」及び「栃木県
政務活動費の交付に関する条例」（以下「政務活動費条例」という。）に基づき、平成26年度におい
て、一人会派「矢板市民党」（以下「本件会派」という。）に対し、897,396円（年度途中にみんなの
クラブから離脱し、新たに会派申請したため、平成27年１月から３月までの３ヶ月分のみ）を交付し
た。
　　しかしながら、法第100条第14項で定める、「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並び
に当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とする規定
を受けて、「政務活動費条例」にその使途基準が示され、更には「栃木県政務活動費マニュアル」（以
下「政務活動費マニュアル」という。）をもって、より具体的な線引き基準としている筈であるが、
その政務活動費マニュアルに照らし合わせても、裏付けがなく不明瞭で、政務活動と認めるに足る要
件を満たしていない支出や、他自治体の使途基準や判例等と鑑みて、明らかに使途基準に反すると思
われるもの等が散見される。
　　そもそも、政務活動費マニュアルでは、「会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究その
他の活動は対象とならない。」及び「各会派は、その年度の政務活動実施計画を作成し、当該計画に
基づき政務活動を行うものとする。」と記載しているにも関わらず、事業計画書の添付義務がないこ
とから、内容を精査することが困難であり、法第100条第16項で定める「議長は第14項の政務活動費
については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」に反している。
　　また、このことは、政務活動費条例第９条において、領収書その他の証拠書類の写しを添えること
となっていることにも反すると共に、他にも、政務活動である裏付けの証拠書類の写しがない支出が
多数認められる。よって、それらは政務活動費として認められない。
　　なお、それらの詳細については次のとおりである。
ア　調査研究費
ア　事務所家賃及び光熱水費について
　　事務所の家賃が、20㎡前後のプレハブ小屋にも関わらず月額10万円であり、周辺の相場と比し
て非常に高額である。
　　事務所家賃に関する領収書その他の証拠書類は、振込明細のみであり、賃貸契約書の写しもな
いため所有者が不明確である。
　　県議会議員の改選が近いこと等を踏まえると、３月末日まで他の月と変わらずに事務所を政務
活動に使用したとは考えにくく、また、その証拠書類の写し等もないことから、少なくとも３月
分の事務所家賃や光熱水費は政務活動費として認められない。
　　事務所を設置している場合は、事務所設置状況報告書に所有区分、兼用の有無及び使用領域
（面積）等を明確にして提出することとなっているが、収支報告書に添付する義務がなく、添付
書類按分の根拠の記載もないため、正当性、妥当性が認められない。
　　政務活動費マニュアルには、「事務所が複数の機能を兼ねる場合、可能な限り外形的な分離・
区分を示せる区切りなどを設ける等、分離独立させることが望ましい。」と記載されているが、
実態を示す証拠書類もないため、ことごとく按分を40％とする根拠がなく、事務所家賃の40％を
政務活動費として充当するのは不当である。
　　以上のことから、事務所家賃120,000円、水道料4,488円、電気料3,393円、灯油代13,568円の
合計141,449円は、政務活動費として不適正な使用である。

イ　広聴広報費
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ア　広報紙等の印刷代、送料について
　　政務活動費マニュアルには、「会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究その他の活
動は対象とはならない。」と記載されているが、事業計画書がないため、政務活動に当たるか否
か判別ができない。
　　「矢板市民党だより」の印刷代及び送料において、判例（宣伝的な側面と市政報告的な側面の
いずれかが明らかに強いともいえないような広報活動について、その費用の半額を政務調査費と
して認める旨）に基づき、その按分を50％としているが、広報紙発行の間隔が非常に短期間（平
成27年２月11日と同月19日）のため、県議会議員の改選を見据えた宣伝的な側面が強いと判断で
きることから、２回のうち１回の発行については政務活動費としての使用は認められない。
　　以上のことから、事業計画に当初より予定されていたこととした上で、２回目の広報紙等の印
刷代、送料に係る91,746円は、政務活動費として不適正な使用である。

ウ　会議費
ア　会場費について
　　政務活動費マニュアルには、「会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究その他の活
動は対象とはならない。」と記載されているが、事業計画書がないため、政務活動に当たるか否
か判別できない。
　　平成27年１月17日開催のタウンミーティングの進行表の１番目が参議院議員の応援スピーチと
なっていることから、上記イアにおける判例の「宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれかが
明らかに強いともいえないような広報活動」と判断されるため、全額を政務活動費に充当するこ
とは認められない。
　　以上のことから、当該集会が事業計画に当初より予定されていたこととした上で、会場費を
50％に按分した43,200円は、政務活動費として不適正な使用である。

エ　資料購入費
ア　新聞等購読料について
　　現在、多くの自治体において、新聞は２紙目以降のみ政務活動費の使用を認めている状況にあ
り、３紙とも政務活動費として認めることは社会通念上市民の理解を得難く不適正な支出であ
る。
　　以上のことから、栃木県内で最も親しまれている一般紙である下野新聞を１紙目とした、資料
購入費9,105円（3,035円×３ヶ月）は、政務活動費として不適正な使用である。

オ　事務費
ア　備品維持費（コピー機及びリソグラフのリース料）及び文書通信費（プロバイダー料、ＦＡＸ
回線込電話料、携帯電話料）について
　　政務活動費マニュアルには、「契約書等の写しを添付（使用実態に応じて按分）」と記載されて
いるにも関わらず、その添付がなく、按分を一律で計算するのは使用実態と乖離している恐れが
ある。実際、事業計画書がないため具体的な事業内容が分からないが、収支報告書から分かる
ものは１月17日のタウンミーティングの開催と２月11日及び19日に発行された「矢板市民党だよ
り」くらいに限られており、年度末（任期末）であることを踏まえると他にどんな政務活動が行
われたのか甚だ疑問であり、殊にコピーリース代はカウンター料金であるため、何をどのくらい
コピーしたのか成果品の内容の確認と数量の検証が可能であるが、その明細すら記されておら
ず、その他一切の按分の妥当性を示す証拠書類の写し等もないことから、認められない。
イ　消耗品購入費（封筒印刷代）について
　　政務活動費マニュアルには、「内容及び購入数量の妥当性を確認する」と記載されているが、
封筒印刷代（長３封筒8,000枚、角２封筒2,000枚）については、タウンミーティングの参加者
は229名であり、また、「矢板市民党だより」は折込みチラシであることから、少なからず使途不
明の数量が見込まれるが、使途の説明等もなく領収書のみでは正当性、妥当性を欠くものであ
り、認められない。
　　以上のことから、事務費160,969円は、政務活動費として不適正な使用である。
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カ　人件費
ア　人件費について
　　事業計画書がないため具体的な事業内容が分からないが、収支報告書から分かるものは１月17
日のタウンミーティングの開催と２月11日及び19日に発行された「矢板市民党だより」くらいに
限られており、年度末（任期末）であることを踏まえると他にどんな政務活動が行われたのか甚
だ疑問である。殊に、年度末（任期末）に近づくにつれ、できる政務活動には限りがあるにも関
わらず、按分もないことから、100％政務活動に従事した人件費であり、かつ、１月、２月、３
月と金額が上がっている矛盾があり、更には、この裏付けを示す勤務実績表等、証拠書類の写し
がないばかりか、雇用契約の有無や雇用条件並びに勤務実態等を示す記載すら一切なく、仮に雇
用した職員が親族であったなら論外であるし、親族でなくとも金額のみの領収書を証拠書類とし
て添付しただけでは、その妥当性は認められない。
　　以上のことから、人件費297,600円は、政務活動費として不適正な使用である。

⑵　措置請求の内容
　　監査委員は、知事に対し、本件会派に交付した平成26年度政務活動費744,069円は違法又は不適正
な支出であるので、これによる損害を補填する必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。

４　監査委員の除斥
　　本件措置請求については、法第199条の２の規定により、五十嵐清委員及び山形修治委員は監査手続
に加わらなかった。
５　請求の要件審査
　　本件措置請求について、法第242条第１項及び第２項に定める要件に適合しているか審査を行い、平
成28年５月24日に所定の要件を具備しているものと認め、受理を決定した。
　　なお、本件措置請求の対象は平成26年度政務活動費であり、財務会計上の行為があった日から既に１
年を経過している。このことについて、請求人からは特に理由が示されていないが、政務活動費条例第
12条第３項の規定により、本件会派に係る平成26年度の収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求する
ことが可能となったのは、平成27年６月１日であったことから、住民が相当の注意力をもって調査した
としても、住民監査請求をするに足りる程度に当該行為を知り得なかったと認められること、また、そ
の日から相当の期間内に本件措置請求を行っていると認められることから、法第242条第２項ただし書
に規定する正当な理由があるものと判断した。

第２　監査の実施
１　監査対象事項及び監査対象機関等
　　監査対象事項を、平成26年度一般会計議会費の交付金のうち、本件会派に対する政務活動費の支出と
し、それらの事務を所管する議会事務局総務課（以下「議会事務局」という。）を監査対象機関とした。
　　また、法第199条第８項の規定による関係人を本件会派とした。
２　請求人の陳述
　　法第242条第６項の規定に基づき、平成28年６月１日、請求人に対して証拠の提出及び陳述の機会を
設けた。
　　これに対して、請求人は、補充資料及び証拠書類を提出した上で、今回の住民監査請求の内容につい
て陳述した。
３　監査対象機関等の説明及び意見
⑴　監査対象機関
　　議会事務局の関係職員（以下「関係職員」という。）から、監査対象事項に係る関係文書その他必
要な資料の提出を求め、監査を行った。
ア　予備監査
　　平成28年５月24日から議会事務局が整理保管している、領収書その他の証拠書類の写し（以下
「証拠書類の写し」という。）の確認を行い、確認した事項のうち不明な点について、同月31日に
書面により照会し、議会事務局からは同年６月７日に回答があった。それ以降も、不明な点につい
て、関係職員に対し、照会し回答を得た。
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イ　本監査
　　平成28年６月20日の本監査の際、関係職員が説明した内容は、概ね次のとおりである。
ア　政務活動費の性格等
ａ　政務活動費の法令等の位置づけ
　　政務活動費（旧政務調査費）の制度化の背景としては、地方分権の推進を図るための関係法
律の整備等に関する法律（平成11年法律第87号）の施行により、地方公共団体の自己決定権・
自己責任が拡大する中、それとともに、地方議会の担う役割がますます重要となったことが挙
げられる。
　　これを受け、平成12年５月に法が一部改正され、議会の審議能力を強化し議員の調査研究活
動の資金的基盤の充実を図るため、調査研究費用に対する助成を制度化し、併せてその使途の
透明性を確保することを目的とした政務調査費制度が法制化された。
　　法第100条第14項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務
調査費を交付することができる」と規定しており、当規定に基づき、本県は「栃木県政務調査
費の交付に関する条例」（以下「政務調査費条例」という。）が平成13年３月に制定され、同年
４月１日から施行。政務調査費条例第２条に基づき、政務調査費が会派に対して交付されるこ
ととなった。その後、平成24年８月に法が一部改正され（平成25年３月１日施行）、これまで
の政務調査費は「政務活動費」と名称変更し、交付目的も「議会の議員の調査研究その他の活
動に資するため」と改められた。そして、政務活動費を充てる経費の範囲は条例で定め、議長
は政務活動費の使途の透明性の確保に努めることとされた。
　　この法改正を受けて、本県も政務調査費条例を一部改正し（平成25年３月１日施行）、名称
を「栃木県政務活動費の交付に関する条例」と変更し、政務活動費を充てることができる経費
の範囲を定めた。
ｂ　参考となる判例（※政務活動費（政務調査費）の支出に係る領収書等証拠書類の性質）
　　政務活動費については上記のとおり、平成25年度から施行されたものであるため、下級審も
含めその支出の適合性が争われた判例は少ないが、前身である政務調査費に関する判例につい
ては、その趣旨が準用できるものと考えられる。
　　判例では、最高裁第２小法廷平成22年４月12日「文書提出命令に対する抗告棄却決定に対す
る許可抗告事件」判決に示されているように、「政務調査費は議会による市の執行機関に対す
る監視等の機能を果たすための調査研究活動に充てられることも多いと考えられるところ、会
派による個々の政務調査費の支出について、その具体的な金額、支出先等を逐一公にしなけれ
ばならないとなると、当該支出に係る調査研究活動の目的、内容等を推知され、その会派及び
所属議員の活動に対する執行機関や他の会派等からの干渉を受けるおそれを生ずるなど、調査
研究活動の自由が妨げられ、議員の調査研究活動の基盤の充実という制度の趣旨、目的を損な
うことにもなりかねないことから、政務調査費の収支に関する議長への報告の内容等を上記の
程度にとどめることにより、会派及び議員の調査研究活動に対する執行機関や他の会派等から
の干渉を防止しようとするところにあるものと解される。」とされ、また、「本件条例及び本件
規則の規定並びにそれらの趣旨に照らすと、本件規則が会派の経理責任者に（中略）領収書等
の証拠書類の整理（中略）を義務付けているのは、政務調査費の適正な使用についての各会派
の自律を促すとともに、各会派の代表者らが議長等による事情聴取に対し確実な証拠に基づい
てその説明責任を果たすことができるようにその基礎資料を整えておくことを求めたものであ
り、議長等の会派外部の者による調査等の際にこれらの書類を提出させることを予定したもの
ではないと解するのが相当である。そうすると、これらの規定上、（中略）領収書等の証拠書
類は、専ら各会派の内部にとどめて利用すべき文書であることが予定されているものというべ
きである。」とされている。
　　なお、同判例において、「本件条例は、平成20年名古屋市条例第１号により改正され、政務
調査費の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書を議長に提出する際、１件につき１万円以
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上の支出に係る領収書その他の証明書類の写しを添付しなければならず、当該領収書等の写し
は、収支報告書と共に保存及び閲覧の対象になるものとされている。しかし、この改正は、改
正前の本件条例の下での取扱いを改め、政務調査費によって費用を支弁して行う調査研究活動
の自由をある程度犠牲にしても、政務調査費の使途の透明性の確保を優先させるという政策判
断がされた結果と見るべきものであり、（中略）改正前の本件条例の下における領収書等の性
質を左右するものではない。」とされている。

イ　知事の権限に属する議会事務局の事務
　　政務活動費に関する、知事の権限に属する事務は、政務活動費という制度の特殊性により、議
会事務局で行える以下に記した事務に限定されている。
　　したがって、議会事務局に与えられた知事の権限で行う事務には、おのずと制約が伴っている
ところである。
ａ　政務活動費の交付の決定等（政務活動費条例第６条）
　　会派結成届等の提出を受けた議長からの通知により、政務活動費の交付の決定又はその変更
の決定を行い、会派の代表者に通知する。
ｂ　政務活動費の交付（政務活動費条例第７条第３項）
　　会派からの請求に基づき、政務活動費を交付する。
ｃ　政務活動費の調整（政務活動費条例第７条第４項）
　　四半期の途中において会派の所属議員数に異動があったときは、翌月以降の政務活動費から
調整する。
ｄ　政務活動費の返還（政務活動費条例第11条）
　　交付を受けた政務活動費に残余が生じたときは、その残余の額について返還を命ずることが
できる。

ウ　政務活動費マニュアルの位置づけ等
　　本県議会においては、旧政務調査費制度時から、制度の透明性の向上や適切な運営を図るた
め、制度発足以来、議会活性化検討会等の場で検討を重ねてきた。その結果、「栃木県政務調査
費マニュアル」や「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」が策定され、政務調査費の適
切な支出の判断をする際の拠り所としていたところである。
　　政務調査費については、前述のとおり、平成24年の法の一部改正により政務活動費となったこ
とに伴い、政務調査費条例を一部改正して名称を「栃木県政務活動費の交付に関する条例」と改
め、政務活動費を充てることのできる経費の範囲を政務活動費条例で定め、平成25年３月から施
行された。
　　施行にあわせて、制度の適切な運用を図るため、平成25年３月に政務活動費マニュアルが会派
間で取りまとめられ、同年４月から運用が開始された。政務活動費マニュアルについては、按分
の考え方等を再度整理するため、同年４月に一部改訂が行われている。
　　政務活動費マニュアルは、政務活動費条例及び栃木県政務活動費の交付に関する条例施行規程
（以下「政務活動費施行規程」という。）に定められている政務活動費の使途等について、その
適否を具体的に判断する際の拠り所となるものであり、政務活動費マニュアルの作成に当たって
は、全会派で協議検討を重ね、まとめられたものであるため、「全会派共通の申合せ事項」であ
ると言えるものである。
　　政務活動費マニュアルにおいて、政務活動費を充当することのできる経費の範囲の考え方や、
充当することが不適当な経費、按分で充当する場合の按分割合の考え方等が示されており、各会
派及び議員は政務活動費マニュアルに従い、個々の支出について、政務活動費を充当することの
適否の判断等を行っている。
エ　請求人の主張に対する見解
ａ　「政務活動費マニュアルに照らし合わせても、裏付けがなく不明瞭で、政務活動と認めるに
足る要件を満たしていない支出や、他自治体の使途基準や判例等と鑑みて、明らかに使途基準
に反すると思われるもの等が散見される。」との請求人の主張について
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　　政務活動費による支出をするに当たっては、法第100条第14項に規定された会派又は議員の
調査研究その他の活動による支出でなければならず、かつ、政務活動費条例における使途基準
に従い、使用されるものでなければならない。
　　このような中、地方議会の議員は、地方行政の向上と発展を目指すために日常的に調査研究
活動が期待されており、調査研究の対象は広範囲に及び、また調査方法も多様であるから、調
査研究活動に伴う経費としての支出に適合するか否かの判断については会派並びに議員の良識
に委ねられ、支出主体である会派あるいは議員の裁量が認められるものと解することができ
る。
　　事実、判例でも最高裁第３小法廷平成22年３月23日「政務調査費交付取消しとその返還措置
請求事件」判決で、「議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費の支出がこれに必要か
どうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分がある」旨が、また、平成25年11月18
日「政務調査費返還請求住民訴訟事件」福岡地裁判決で、「議会の役割とは、地方自治体の運
営に関わる審議・議決、条例の策定、執行機関の監視など多岐にわたるものであるから、その
ための調査研究である政務調査活動も必然的に広範な事項にわたるものとなり、会派等がその
ように広範な役割において、十分に役割を果たすためには、会派の自主性、自律性が尊重され
なければならない。このことは、平成24年法律第72号による法改正において、（中略）「政務調
査費」の名称が「政務活動費」に改められ、交付目的が「議員の調査研究に資するため必要な
経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改められたことにも表
れている。」旨が判示されている。
　　さらに、前述アｂの平成22年４月12日最高裁判決で「会派による個々の政務調査費の支出に
ついて、その具体的な金額、支出先等を逐一公にしなければならないとなると、当該支出に係
る調査研究活動の目的、内容等を推知され、その会派及び所属議員の活動に対する執行機関や
他の会派等からの干渉を受けるおそれを生ずるなど、調査研究活動の自由が妨げられ、議員の
調査研究活動の基盤の充実という制度の趣旨、目的を損なうことにもなりかねない」と判示さ
れている。
　　このような政務活動費制度の趣旨を踏まえ、本県では、政務活動費条例及び政務活動費施行
規程、さらには議会内の事務手続を定めた政務活動費マニュアルを定めているところである。
また、前述のウのとおり政務活動費マニュアルは、政務活動費条例及び政務活動費施行規程に
定められている政務活動の使途等について、その適否を具体的に判断する際の拠り所となるも
のであり、会計帳簿、証拠書類の整理保管は会派で行っている。
　　したがって、請求人の主張する「裏付けがなく不明瞭で、政務活動と認めるに足る要件を満
たしていない支出や、他自治体の使途基準や判例等と鑑みて、明らかに使途基準に反すると思
われるもの等が散見される。」とは言えない。
ｂ　政務活動費マニュアルでは、事業計画書の添付義務がないことから、内容を精査することが
困難であり、法第100条第16項で定める「議長は第14項の政務活動費については、その使途の
透明性の確保に努めるものとする。」に反しているとの請求人の主張について
　　政務活動費マニュアルでは、事業計画について、「各会派は、その年度の政務活動実施計画
を作成し、当該計画に基づき政務活動を行うものとする。」としており、議員が行う政務活動
は会派の政務活動を分担して実施するものであるから、事業計画に基づかない議員による政務
活動は存在し得ない。これに加え、各会派の経理責任者は「会派全体に係る会計帳簿を調製
し、その内訳を明らかにするとともに、証拠書類を５年間整理保管しなければならない。」と
している。さらに、前述アｂの判例（最高裁第２小法廷平成22年４月12日）を踏まえると、会
派の事業計画書と個々の支出内容との精査については、不必要な執行機関等の干渉を避け、会
派内で実施されるべきであり、政務活動費条例においても議長への事業計画の提出を求めてい
ない。
　　また、政務活動費条例第９条では、収支報告書等の提出義務について、第12条では、収支報
告書等の保存、閲覧及び写しの交付について、さらに第12条の３に「議長は、政務活動費の使
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途の透明性の確保に努めるとともに、政務活動費の適正な運用を期するため、必要に応じ、収
支報告書等について調査を行うものとする。」と規定されており、事業計画の添付義務がない
ことをもって、請求人の主張である「法第100条第16項で定める「議長は第14項の政務活動費
については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」に反している」とは言えない。
ｃ　前述のことに対し、「政務活動費条例第９条において、「「領収書、その他の証拠書類の写
しを添えることとなっていることにも反する」と共に、「他にも、政務活動である裏付けの証
拠書類の写しがない支出が多数認められる。」よって、それらは政務活動費として認められな
い。」との請求人の主張について
　　上記ａ及びｂで述べたとおり、議長への収支報告の内容等については、最小限の程度にとど
めることにより、会派及び議員の調査研究活動に対する執行機関や他の会派等からの干渉を防
止しようとされている。
　　政務活動費条例第９条において、収支報告書に添えて提出する「領収書その他の証拠書類」
について、政務活動費マニュアルの６－⑴－ア－イにおいて「ａ領収書（添付様式に添付した
もの）（写し）」、「ｂ支払証明書（写し）」としている。
　　本件会派からは、政務活動費マニュアルに基づき、必要な領収書又は支払証明書を添えて収
支報告書が提出されていることから、請求人の主張である「「領収書、その他の証拠書類の写
しを添えることとなっていることにも反する」と共に、「他にも、政務活動である裏付けの証
拠書類の写しがない支出が多数認められる。」よって、それらは政務活動費として認められな
い。」にはあてはまらない。

⑵　関係人調査
　　法第199条第８項の規定により、本件会派に対し、本件会派の代表者兼政務活動費経理責任者から
聞き取りによる調査を行った。
ア　聞き取り調査
　　平成28年６月22日、本件会派に対し、監査委員が聞き取り調査を行った。
　　調査の内容は、調査研究費における事務所費（光熱水費を含む）、広聴広報費、会議費、資料購
入費、事務費及び人件費に係る会派の充当割合の確認方法、使途基準への適合理由等である。
　　また、本件会派における政務活動制度の運用の実態及び事実関係の確認をするため、整理保管さ
れている通帳、広報紙及び備品維持費に係るコピー機及びリソグラフのリース申込書を確認した。

第３　監査の結果
１　事実関係の確認
　　監査対象機関に対する監査及び関係人調査の結果、次の事実を確認した。
⑴　政務活動費制度
ア　根拠条例等
　　法第100条第14項、第15項及び第16項の規定を受け、本県では、政務活動費条例及び政務活動費
施行規程を制定している。
　　本県の政務活動費制度の主な内容は次のとおりである。
ア　政務活動費の使途基準（政務活動費条例第８条）
ａ　政務活動費の使途
　　会派は、政務活動費を別表に定めるものに充てることができるものとする。
ｂ　使途基準
　　政務活動費条例第８条が定める別表は、下表のとおりである。

経 費 内 容

調査研究費 　会派による県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）又は調査委託
に要する経費（資料印刷費、委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等）

研修費 １　会派による研修会、講演会等の開催（他の団体等との共同開催の場合を含む。）に
要する経費（会場費、機材借上費、講師謝金、会費、文書通信費、交通費、宿泊費
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　等）
２　他の団体等が開催する研修会、講演会等（当該会派との共同開催によるものを除
く。）への会派又はその職員の参加に要する経費（研修参加費、文書通信費、交通
費、宿泊費等）

広聴広報費 　会派による県政に関する広聴広報活動に要する経費（広報紙・報告書等印刷費、委託
費、文書通信費、交通費等）

要請陳情等
活動費

　会派による要請陳情、住民相談等の活動に要する経費（資料印刷費、文書通信費、交
通費、宿泊費等）

会議費 １　会派による各種会議、住民相談会等の開催（他の団体等との共同開催の場合を含
む。）に要する経費（会場費、機材借上費、講師謝金、資料印刷費、文書通信費、交
通費等）
２　他の団体等が開催する各種会議（当該会派との共同開催によるものを除く。）への
会派又はその職員の参加に要する経費（会議参加費、文書通信費、交通費、宿泊費
等）

資料作成費 　会派による活動に必要な資料の作成に要する経費（印刷・製本代、委託費、原稿料
等）

資料購入費 　会派による活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費（書籍購入代、新
聞雑誌購読料、有料データベース利用料等）

事務費 　会派による活動に係る事務の遂行に要する経費（事務用品・備品・消耗品購入費、備
品維持費、文書通信費等）

人件費 　会派による活動を補助する職員の雇用に要する経費（給料、手当、社会保険料、賃金
等）

イ　収支報告書の修正等（政務活動費条例第９条の２）
　　会派の代表者は、収支報告書及び証拠書類の写しに訂正があるときは、収支報告書等修正届を
議長に提出して修正しなければならない。
　　議長は、収支報告書等修正届の提出があったときは、その写しを知事に送付しなければならな
い。
ウ　政務活動費の返還（政務活動費条例第11条）
　　知事は、会派に交付した政務活動費に残余があるときは、当該残余の額の返還を命ずることが
できる。
エ　収支報告書等の保存、閲覧及び写しの交付（政務活動費条例第12条）
　　収支報告書及び証拠書類の写し等は、議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算し
て５年を経過する日まで保存しなければならない。
　　何人も、議長に対し、保存されている収支報告書及び証拠書類の写し等の閲覧又は写しの交付
を請求することができ、議長は、請求があったときは、栃木県議会情報公開条例第７条に規定す
る非開示情報を除き、閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

⑵　政務活動費マニュアル策定の経緯等
ア　経緯等
　　政務活動費条例については、平成24年に法の一部が改正され政務調査費から政務活動費に改めら
れたことに伴い、それまでの政務調査費条例を一部改正し、平成25年３月から施行されている。
　　政務活動費条例の施行にあわせて、制度の適切な運用を図るため、平成25年３月に政務活動費マ
ニュアルが会派間で取りまとめられ、同年４月から運用が開始された。
　　また、按分の考え方等を再度整理するため、運用開始直後の平成25年４月に一部改訂が行われて
いる。
イ　政務活動費マニュアル
ア　作成目的
　　政務活動費のより一層の適正執行を期するため、会派及び議員が政務活動費を支出するに当
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たっての参考（拠り所）とする。
イ　作成者
　　栃木県議会
ウ　作成年月日
　　平成25年３月、平成25年４月一部改訂
エ　主な記載内容
　・政務活動費の概要
　・政務活動の実施方法
　・充当することができる経費の範囲
　・会計処理
　・収支報告書等の提出
　・議長の調査
　・議会事務局による確認
　・政務活動費の手続きの流れ
オ　収支報告書に添えて提出する証拠書類等に関する事項について
　　証拠書類等は、次のとおりである。
ａ　領収書（添付様式に添付したもの）（写し）
ｂ　支払証明書（写し）
　　なお、収支報告書に添えて提出する証拠書類の写しを添付する様式は、政務活動費施行規程
第６条で定める「別記様式第６号（第６条関係）証拠書類の添付様式（以下「証拠書類の添付
様式」という。）」である。

カ　政務活動費手続きの流れ
　　政務活動費の手続きについては、次のとおりである。

交付決定（知事）

交付請求（会派）

交付（知事）

政務活動等の実施

領収証受領（原則） 領収証なし（止む得ず）

会派経理責任者のチェック（毎月）

収支報告書の提出

収支報告書の内容確認

収支報告書の閲覧又は
写しの交付開始

（不明な点は議会事
　務局等に確認依頼）

議会事務局による確認（随時）

確認終了後の証拠書類等は
会派が保管する。

毎年年度当初に交付決定を行う
30万円×会派の議員数×12 ヶ月

四半期毎に交付請求する

四半期毎に30万円×会派の議員数
×３ヶ月分を「会派」へ口座振込み

政務活動費の支払い
（「会派」又は「議員又はグループ」）

各経費毎に処理 支払証明書の作成
各経費毎に処理

会派は毎年３月31日限で作成し、証拠書
類を添えて、４月30日までに議長に提出
する。

毎年５月31日から実施

議会事務局職員による内容確認
内容不明の場合は電話等による確認
実施

（残余発生の場合は返還実施）　　　誤謬の場合は資料の差し替え実施

議員又はグループは会派から委任された
政務活動に要した経費について、毎月、

執行状況報告書を作成し証拠書類を添付の上、当月
分を翌月10日までに会派経理責任者に報告する。会
派経理担当は、内容確認の上、所要経費を支払う。
　各会派は、毎月当該月分の政務活動費の執行状況
を集計する。
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⑶　本件政務活動費の支出状況等
　　平成26度の本件会派に係る政務活動費の支出状況については、以下のとおりである。
ア　支出科目　　
　　　平成26年度　一般会計
　　　　款　議会費
　　　　　項　議会費
　　　　　　目　事務局費
　　　　　　　事業　事務局運営費
　　　　　　　　　節　負担金、補助及び交付金
　　　　　　　　　　細節　交付金
イ　支出金額及び交付年月日
収支状況一覧（請求書提出日（平成28年５月12日）現在） （単位：円）

会 派 名 収 入 額 支 出 額 残 余

矢 板 市 民 党 900,000 897,396 2,604

支出項目別一覧（請求書提出日（平成28年５月12日）現在） （単位：円）

会 派 名 調 査
研 究 費 研 修 費 広 聴

広 報 費
要請陳情
等活動費 会 議 費 資 料

作 成 費
資 料
購 入 費 事 務 費 人 件 費 合 計

矢板市民党 141,449 0 183,492 0 86,400 0 27,486 160,969 297,600 897,396

支出状況一覧（請求書提出日（平成28年５月12日）現在） （単位：円）

会 派 名 支 出 年 月 日 金 額

矢 板 市 民 党

平成27年１月23日 900,000

平成27年５月26日 △2,604

確　 定　 額 897,396

⑷　会派及び議員の政務活動
　　本件会派は、平成26年12月19日付けで栃木県議会議長宛てに会派結成届を提出し、平成27年１月１
日付けで平成26年度の政務活動実施計画を定めるとともに、所属する議員に対して、政務活動依頼書
により会派の政務活動の実施を委ねている。
⑸　議会事務局による確認
　　議会事務局は、会派からの依頼を受けて、随時、提出された書類の外形的な確認を行い、疑問点が
ある場合は、口頭やメモで会派へ意見等を付して書類を返却している。

交付決定（知事）

交付請求（会派）

交付（知事）

政務活動等の実施

領収証受領（原則） 領収証なし（止む得ず）

会派経理責任者のチェック（毎月）

収支報告書の提出

収支報告書の内容確認

収支報告書の閲覧又は
写しの交付開始

（不明な点は議会事
　務局等に確認依頼）

議会事務局による確認（随時）

確認終了後の証拠書類等は
会派が保管する。

毎年年度当初に交付決定を行う
30万円×会派の議員数×12 ヶ月

四半期毎に交付請求する

四半期毎に30万円×会派の議員数
×３ヶ月分を「会派」へ口座振込み

政務活動費の支払い
（「会派」又は「議員又はグループ」）

各経費毎に処理 支払証明書の作成
各経費毎に処理

会派は毎年３月31日限で作成し、証拠書
類を添えて、４月30日までに議長に提出
する。

毎年５月31日から実施

議会事務局職員による内容確認
内容不明の場合は電話等による確認
実施

（残余発生の場合は返還実施）　　　誤謬の場合は資料の差し替え実施

議員又はグループは会派から委任された
政務活動に要した経費について、毎月、

執行状況報告書を作成し証拠書類を添付の上、当月
分を翌月10日までに会派経理責任者に報告する。会
派経理担当は、内容確認の上、所要経費を支払う。
　各会派は、毎月当該月分の政務活動費の執行状況
を集計する。
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　　また、収支報告書の提出時には、提出すべき書類に不足がないか、提出書類の記載内容の誤りがな
いか等の外形的な確認、証拠書類や金額が収支報告書に合致しているかなどを確認している。
　　なお、多人数会派でも一人会派でも同様の確認を行っている。
２　判断
⑴　監査対象事項
　　政務活動費の使途基準に反する案件について、会派が政務活動費を支出すべきでないことは当然で
あり、政務活動費マニュアルにおいて、使途基準に従っていないと判断される支出については残余と
見なされるとされている。
　　したがって、会派の支出に政務活動費の使途基準に反する違法又は不当な支出があると認められる
場合は、知事は政務活動費条例第11条の規定に基づき返還請求を行うべきものである。
　　本件措置請求の監査に当たっては、知事が会派に対し交付した政務活動費の支出内容に違法又は不
当なものがないかを確認するものである。
⑵　監査の視点
ア　政務活動費制度の根拠規定である法第100条第14項は「条例の定めるところにより、その議会の
議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議
員に対し、政務活動費を交付することができる。」と規定し、同条第15項において、政務活動費の
交付を受けた会派又は議員は、収入及び支出の報告書を、政務活動費の予算執行行為を行う知事で
はなく、議会の代表である議長に提出するよう定められている。
　　また、法第100条第14項の規定を受けて、政務活動費条例が制定され、その第12条の３において
議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、必要に応じ、収支報告書等について調査を行うも
のとすると定められており、第13条では「この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し
必要な事項は、議長が定める。」と規定し、政務活動費施行規程が制定されている。
　　このように、政務活動費制度は、法が定める二元代表制の地方自治制度の中で、議会の自主性、
自律性を尊重する制度となっており、知事が法や地方財政法に基づいて一般的に有する財務会計上
の管理権が一定程度制約される仕組みとなっている。
イ　平成21年12月17日最高裁判決においても、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を
果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議会ないしこ
れを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、議会において独立性を有する団体と
して自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として、政務調査費の適正な使用についての各
会派の自律を促すとともに、政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようと
するところにある。」と示され、「政務調査費条例は、政務調査費の支出に使途制限違反があること
が収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、監査委員を含め区の執行機関
が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査
することを予定していないと解される。」とされている。
ウ　また、平成22年３月23日最高裁判決においては、「議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の
経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分がある。」とし
ている。さらに、平成21年９月29日東京高裁判決は、「本件各支出が区政に関する調査研究に資す
るために必要な経費以外の経費に係る支出であるか否かは、本件各支出が本件使途基準及び本件申
合せ事項に反するか否かを基準に判断するのが相当である。」としている。
エ　以上のことから、多岐にわたる個々の議員の政務活動を会派の政務活動として認めるか否か、政
務活動の範囲及び政務活動費の使途基準に該当するか否かの判断に当たっては、会派に広範な裁量
の権限が付与されており、会派自らの責任において、その適合性について判断されるものと考え
た。
オ　本県の政務活動費条例では、会派を政務活動費の交付の対象としているが、本件会派において
は、会派の政務活動実施計画の内容を所属する議員に委ねていることは１の⑷のとおりである。
カ　したがって、本件措置請求に係る本件会派の支出内容が、政務活動費の使途基準に該当するか否
かの判断に当たっては、個々の議員の政務活動も会派の政務活動となることを前提とし、また、会
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派の自主性、自律性を尊重した上で、一般的、外形的に政務活動費の使途基準に該当するか否かを
確認することとする。
キ　その確認に当たっては、政務活動費条例及び政務活動費施行規程に定める政務活動費の使途基準
について、その適否を具体的に判断する際の拠り所とすることを目的に議会が自主的に策定した政
務活動費マニュアルを基本的な基準として位置づけるものとする。
　　その理由として、政務活動費マニュアルについては、その作成において、全会派で協議・検討を
重ね、使途基準の一層の具体化を図るために、全会派共通の申合せ事項としてまとめたものであ
り、政務活動費条例及び政務活動費施行規程と一体となって一定の規範性を有するものと判断し
た。
ク　したがって、政務活動費条例、政務活動費施行規程及び政務活動費マニュアルで定める政務活動
費の使途基準に明らかに逸脱したものについては、政務活動費の返還を求めることとし、また、一
般的、外形的に政務活動費の使途基準に適合していることを議会事務局及び本件会派が整理保管し
ている証拠書類等で確認できない案件について、本件会派からの合理的な説明を得られない場合
も、返還を求めることとする。
　　平成25年１月25日最高裁判決においても、「政務調査費を充当することが許される会派又は議員
の調査研究活動に係る経費に該当するためには、当該行為、活動が、その客観的な目的や性質に照
らし、議員としての議会活動の基礎となる調査研究活動との間の合理的関連性を有することを要す
るものと考えられる。」との判断を示しているところである。
ケ　なお、議員の調査研究活動の基準の充実を図るために調査研究の費用等の助成を制度化したとい
う法の趣旨は、政務調査費が政務活動費に名称が変更となった後も同様のものであると判断した。
コ　監査委員は、以上のような視点に立って監査を行い、請求人から政務活動費の違法又は不当な支
出として指摘された事項について判断する。

⑶　判断及びその経過
　　監査における支出内容の確認に当たっては、議会事務局で保管する収支報告書、証拠書類の写し及
び証拠書類の添付様式並びに本件会派の協力を得て会派の政務活動費経理責任者が整理保管している
証拠書類により確認した。
　　なお、議会事務局への監査や、本件会派への関係人調査を実施し、請求人の指摘した内容の確認を
行ったことは、第２の３において述べたとおりである。
　　以下、請求人が政務活動費の違法又は不当な支出としている項目に沿って判断を述べる。
ア　調査研究費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含
む。）又は調査委託に要する経費」として調査研究費が認められ、事務所費も対象となっている。
政党活動、選挙活動、後援会活動等の政務活動以外の活動が混在している場合は、政務活動のほ
か、その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する政務活動に要した時間の割合（以下
「活動実績による割合」という。）、若しくは事務所全体の面積に対する政務活動に使用する面積の
割合によって経費を按分することとされている。
ア　事務所費（光熱水費を含む。）について
　　請求人は、20㎡前後のプレハブ構造の事務所の家賃（月額10万円）が周辺の相場と比して非常
に高額であること、証拠書類の写しが振込明細のみのため所有者が不明確であること、県議会議
員の改選が近いこと等により、３月末日まで他の月と変わらずに事務所を使用して政務活動を
行ったとは考えにくいため３月分の事務所家賃及び光熱水費は認められない、按分割合を40％と
する根拠がない、を指摘し、いずれも不適正な使用であると主張する。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へは政務活動実
績表、事務所設置状況報告書、建物賃貸借契約書等の証拠書類の提示及び説明を求め、適切に支
出されたか否かを確認した。
　　その結果、関係人調査によりプレハブ構造の事務所は33.4㎡でありトイレやエアコンが備え付
けであることを確認したこと、政務活動費マニュアルでは事務所費に上限等具体的な金額の定め
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はないこと、事務所設置状況報告書及び建物賃貸借契約書で賃貸人等を確認したこと、40％の按
分割合の根拠が活動実績による割合であること、会派においてもその支出を適切と判断し認めて
いること、証拠書類の写しにより支払の事実を確認したことから、違法又は不当な支出とは言え
ない。

イ　広聴広報費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による県政に関する広聴広報活動に要する経費」として認め
られており、広報紙・報告書等印刷費、委託費、文書通信費、交通費等が例示され、広報紙等を外
部委託することも対象になると説明されている。
ア　広報紙等の印刷代、送料について
　　請求人は、政務活動費マニュアルで定めることとされている「事業計画書」が明らかにされて
いないため、政務活動費の対象となるのか否か判別ができない、としつつ、広報紙「矢板市民党
だより」の２回の発行間隔がわずか１週間（平成27年２月11日と同月19日）と非常に短い間隔で
あるため、改選を見据えたことと伺え、宣伝的な側面が強いと判断できると指摘し、２回目の発
行分は不適正な使用であると主張する。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へは政務活動実
施計画書、本件広報紙の現物の提示及び説明を求め、適切に支出されたか否かを確認した。
　　その結果、本件会派では「政務活動実施計画書」により所属議員に対し政務活動を行わせてい
ること、政務活動費マニュアルにおける「事業計画書」は「政務活動実施計画書」と同一で支障
はないことを議会事務局から確認した。また、２回目の広報紙の発行日については、関係人調査
により会派が政務活動実施計画書に照らし適正なものと判断しその支出を認めていたこと、広報
紙の発行期間が短いことにより宣伝的な側面が強いと判断できる請求人の見解の妥当性を裏付け
るものがなかったこと、本件広報紙の現物の内容を確認したところ按分の根拠としては妥当と判
断されたこと、証拠書類の写しにより支払の事実を確認したことから、違法又は不当な支出とは
言えない。

ウ　会議費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による各種会議、住民相談会等の開催に要する経費及び他の
団体等が開催する各種会議への会派又はその職員の参加に要する経費」として認められ、会場費、
食糧費（茶菓等）等が例示されている。
ア　会場費について
　　請求人は、政務活動費マニュアルで定めることとされている「事業計画書」が明らかにされて
いないため、政務活動費の対象となるのか否か判別ができない、としつつ、平成27年１月17日開
催のタウンミーティングで進行表の１番目が参議院議員の応援スピーチとなっていることから、
判例（宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれかが明らかに強いともいえないような広報活動
について、その費用の半額を政務調査費として認める旨）を引用し、その半額について不適正な
使用であると主張する。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へは説明を求
め、適切に支出されたか否かを確認した。
　　その結果、関係人調査により、参議院議員はタウンミーティングのテーマ（指定廃棄物処分場
問題）に適した政策的な助言を得られるゲストとして招聘したこと、会派が政務活動実施計画書
に照らし適正なものと判断しその支出を認めていること、証拠書類の添付様式により支払の事実
を確認したことから、違法又は不当な支出とは言えない。

エ　資料購入費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経
費」として、書籍購入代、新聞購読料等幅広く認められ、また、会派において、資料の内容及び購
入数量の妥当性を確認することとされている。
ア　新聞等購読料について
　　請求人は、新聞について、多くの自治体で２紙目以降のみ政務活動費の使用を認めている状況
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であり、３紙とも政務活動費として認めることは社会通念上市民の理解を得難く、不適正な支出
であると主張する。
　　このため、議会事務局へ証拠書類の添付様式の提示及び監査により適切に支出されたか否かを
確認した。
　　その結果、政務活動費マニュアルにおいて新聞は２紙目以降のみ政務活動費を充当する制限は
ないこと、会派においてもその支出を適切と判断し認めていること、証拠書類の添付様式により
支払の事実を確認したことから、違法又は不当な支出とは言えない。

オ　事務費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による活動に係る事務の遂行に要する経費」として認めら
れ、事務用品・備品等の購入費、備品のリース料、郵送料や電話料等の通信費、消耗品購入費が例
示されている。
ア　備品維持費（コピー機及びリソグラフのリース料）及び文書通信費（プロバイダー料、ＦＡＸ
回線込電話料、携帯電話料）について
　　請求人は、政務活動費マニュアルにおいて、備品維持費では契約書等の写しがなく、また、備
品維持費及び文書通信費ともに「使用実態に応じて按分」とされているのに対し、事務所家賃と
同じ一律の按分割合40％とするのは、使用実態と乖離している恐れがあるとともに按分の妥当性
を示す証拠書類の写し等もないことから、不適正な使用であると主張する。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へはコピー機及
びリソグラフのリース申込書の提示及び説明を求め、適切に支出されたか否かを確認した。
　　その結果、按分割合（40％）の根拠については、関係人調査により、使用実態の判断が困難で
あるため活動実績による割合とし政務活動費マニュアルに基づき使用実績を推計していること、
会派においてもその支出を適切と判断し認めていること、証拠書類の写しにより支払の事実を確
認したことから、違法又は不当な支出とは言えない。
イ　消耗品購入費（封筒印刷代）について
　　請求人は、政務活動費マニュアルにおいて、消耗品購入費は「内容及び購入数量の妥当性を確
認する」とされているのに対し、使途の説明等もなく領収書のみでは妥当性を示す要件を満たし
ていないため、不適正な使用であると主張する。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へは説明を求
め、適切に支出されたか否かを確認した。
　　その結果、按分割合（40％）の根拠については、関係人調査により、使用実態の判断が困難で
あるため活動実績による割合とし政務活動費マニュアルに基づき使用実績を推計していること、
会派においても購入数量及びその支出を適切と判断し認めていること、証拠書類の添付様式によ
り支払の事実を確認したことから、違法又は不当な支出とは言えない。

カ　人件費
　　政務活動費マニュアルでは、「会派による活動を補助する職員の雇用に要する経費」として認め
られ、給料、社会保険料及びアルバイト賃金が例示されており、議員の親族を政務活動の補助職員
として雇用し、政務活動費を充当することは、誤解を招きやすいので適当でないが、社会通念上妥
当と判断される雇用形態を有している場合に限り、政務活動費を充当することができるものと説明
されている。
ア　賃金について
　　請求人は、雇用した職員について、年度末（任期末）に近づくにつれ、できる政務活動には限
りがあるにも関わらず100％政務活動に従事し、かつ、１月、２月、３月と賃金が上がっている
という矛盾、裏付けを示す勤務実績表等の証拠書類の写しがない、親族かどうか不明、親族でな
くとも金額のみの領収書の添付のみではその妥当性は認められず、不適正な使用であると主張す
る。
　　このため、議会事務局へは証拠書類の添付様式の提示及び監査により、関係人へは雇用契約書
及び政務活動業務補助・臨時雇用職員出勤簿の提示及び説明を求め、適切に支出されたか否かを
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確認した。
　　その結果、関係人調査により、臨時雇用職員は３人であり、うち政務活動に従事しているのは
１人であり、その１人に対し政務活動費から100％支給としていること、政務活動に従事する臨
時雇用職員と親族関係はないこと、会派においてもその支出を適切と判断し認めていること、証
拠書類の添付様式により支払の事実を確認したことから、違法又は不当な支出とは言えない。

⑷　結論
　　以上のことから、本件会派に支出した平成26年度政務活動費について違法性又は不当性は認められ
ず、請求人の主張には理由がないものと判断されることから、本件措置請求は、これを棄却する。

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　共同利用型基盤システム用サーバ等機器　一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。　
⑶　借入期間　平成28年11月１日から平成33年10月31日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県宇都宮市塙田一丁目１番20号　栃木県庁舎
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しない者である
こと。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ｎ通信、情報処理」２情報
関連サービス又は大分類「Ｐその他のサービス」２リース、レンタルの入札参加資格を有するものと決定
された者であること。
⑶　平成28年９月21日から同月28日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平
成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　借入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されている者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田一丁目１番20号（栃木県庁本館５階北側）
　　栃木県経営管理部情報システム課電子県庁推進担当
　　電話　028-623-2215
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成28年８月５日から同年９月14日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成28年９月21日午後２時　⑴の場所に持参又は郵送すること。
（ただし、郵送の場合は、同月21日午前10時必着とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所　平成28年９月28日午前10時　栃木県庁東館４階パソコン研修室
⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
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る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成28年８月５日から同年９月15日までの日
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までに⑴の場
所に持参又は郵送すること。（ただし、郵送の場合は、同年9月15日午前10時必着とし、書留郵便で⑴の
場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成28年９月20日までに文書で通知する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、次の必要書類を封印した入札書に添付し
て、入札書の受領期限までに提出しなければならない。
ア　栃木県経営管理部情報システム課で交付する「共同利用型基盤システム用サーバ等機器賃貸借仕様
書」に基づき、納入しようとする製品のメーカー名、品名等を記載した一覧表
イ　要求仕様を満たしていることの機能要件確認書
ウ　アで記載した一覧表の明細について「共同利用型基盤システム用サーバ等機器賃貸借仕様書」の要求
仕様を満たしていることを示す、メーカー等が証明した機能証明書等

⑷　審査
ア　技術審査　栃木県経営管理部情報システム課長が、入札者の作成した共同利用型基盤システム用サー
バ等機器仕様書をイの技術審査基準により審査し、採用し得ると判断した共同利用型基盤システム用
サーバ等機器仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
イ　技術審査基準　共同利用型基盤システム用サーバ等機器仕様書が、情報システム課で交付する仕様書
に示す事項を満たしており、使用目的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　　The Server Units for the shared infrastructure systems of virtualization 1set
⑵　Time and Date of bidding:
　　2:00 p.m., September 21, 2016
⑶　Information is available at:
　　Electronic Prefectural Government Section
　　Information Systems Division
　　Department of Administration and Management
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL 028-623-2215

（情報システム課）　
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成28年８月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入物品の名称及び数量
　　栃木県大気・地盤環境情報システム及び機器の賃貸借　一式（システム開発、搬入、据付、調整、保守
管理等を含む。）
⑵　借入物品の特質等
　　入札説明書及び仕様書による。
⑶　借入物品の借入期間
　　平成29年３月１日から平成34年２月28日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3に規定する長期継続契約として実施
する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除された
ときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　納入場所　仕様書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しない者である
こと。
⑵　競争入札参加資格等（平成８年栃木県告示105号）に基づき、情報関連サービス並びにリース及びレン
タルの入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成28年９月15日から同月20日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平
成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　過去３年間に大気汚染防止法第22条に基づく大気汚染常時監視に係るシステムの開発、整備又は機器賃
貸借を履行した実績を有すること。
⑸　当該物品に係る保守、修理及び部品供給等を借入期間中円滑に行い得る者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県環境森林部環境保全課大気環境担当（栃木県庁本館11階西側）電話 028-623-3188
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成28年８月５日（金）から同年９月１日（木）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前
９時から午後５時15分まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成28年９月15日（木）午前10時　⑴の場所に持参又は郵送するこ
と。（ただし、郵送による入札受領期限は平成28年９月14日（水）午前11時とし、書留郵便で⑴の場所
へ郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所　平成28年９月20日（火）午前10時　栃木県庁研修館302研修室
⑷　入札方法　１⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　
　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

４  その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
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⑵　入札保証金及び契約保証金
ア　入札保証金　納付。ただし、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第152条第２項において
準用する第143条第２項の規定により担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。ま
た、同規則第153条各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付を免除する。
イ　契約保証金　納付。ただし、栃木県財務規則第143条第２項により担保の提供をもって契約保証金の
納付に代えることができる。また、同規則第144条第１号又は第３号に該当する場合においては、契約
保証金の納付を免除する。

⑶　入札の無効
　　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
入札書及び栃木県財務規則第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑷　落札者の決定方法
　　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他
　　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be  leased:
　　Air/Ground Environmental Monitoring System 1 set
⑵　Time and Date of bidding:
　　10:00 a.m., September 15, 2016
⑶　Information is available at:
　　Air Environment Section, 
　　Environment Preservation Division, 
　　Department of Environment and Forestry,
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL. 028-623-3188

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────


